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 津市社会福祉事務所長に対する権限委任規則の一部を改正する規則をここに

公布する。

  平成２６年１０月３０日

                      津市長 前 葉 泰 幸

津市規則第４４号

   津市社会福祉事務所長に対する権限委任規則の一部を改正する規則

津市社会福祉事務所長に対する権限委任規則（平成１８年津市規則第７１号）

の一部を次のように改正する。

 第２条第１項中「第１９条第４項」の次に「及び第５５条の４第２項」を加

え、同項第１号中「第２４条第１項及び第５項」を「第２４条第３項、第６項、

第８項及び第９項」に改め、同項中第１３号を第１６号とし、第１２号を第１

５号とし、同項第１１号中「及び第７８条」を「から第７８条の２まで」に改

め、同号を同項第１４号とし、同項中第８号から第１０号までを３号ずつ繰り

下げ、同項第７号を同項第９号とし、同号の次に次の１号を加える。

 生活保護法第５５条の４第１項に規定する就労自立給付金の支給に関す

ること。

第２条第１項第６号中「第３７条」を「第３７条の２」に改め、同号を同項

第８号とし、同項第５号中「命令」の次に「、同条第２項に規定する報告」を

加え、「同条第４項」を「同条第５項」に改め、同号を同項第６号とし、同号

の次に次の１号を加える。

 生活保護法第２９条第１項に規定する資料の提供等に関すること。

第２条第１項第４号の次に次の１号を加える。

 生活保護法第２７条の２に規定する相談及び助言に関すること。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の津市社会福祉事務所長に対する

権限委任規則の規定は、平成２６年７月１日から適用する。



津市産後ケア事業実施規則をここに公布する。 

平成２６年１０月３１日 

津市長 前 葉 泰 幸   

津市規則第４５号 

津市産後ケア事業実施規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、出産後早期から育児支援を行うことにより、安心して育

児ができる体制を推進することを目的に行う産後ケア事業（以下「事業」と

いう。）の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（対象者） 

第２条 事業を利用することができる者は、本市の区域内に住所を有する出産

後おおむね４箇月までの産婦で、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

 産褥
じょく

期の身体的機能の回復について不安を持ち、保健指導を必要とする

 者

 育児に関する能力に未熟さがあり、周囲に支援者がいない者

 産科医療機関、保健師等が必要と認める者 

 （事業の委託） 

第３条 事業は、あらかじめ本市と委託契約を締結した医療機関等が実施する

ものとする。 

（事業の利用期間） 

第４条 事業を利用することができる期間は、１回の出産につき７日間以内と

する。 

（内容） 

第５条 事業の内容は、次のとおりとする。 

 産婦の母体の回復に必要な環境整備及び生活面の指導 

 乳房管理 

 沐浴、授乳等の育児指導

 その他必要と認める保健指導 

（利用の申請及び決定） 

第６条 事業を利用しようとする者は、事前に産後ケア事業利用申請書（第１

号様式）を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があ



る場合は、事後において速やかに提出するものとする。 

２ 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、産後ケ

ア事業利用承認通知書（第２号様式）又は産後ケア事業利用不承認通知書

（第３号様式）により、当該申請者に通知するものとする。 

（自己負担額） 

第７条 事業を利用する者（以下「利用者」という。）は、次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める額を、自己負担額として本市に支払うものと

する。 

 医療機関等へ宿泊し、指導を受ける場合 １日当たり３，０００円 

 医療機関等へ通所し、指導を受ける場合 １日当たり２，０００円

 医療機関等から助産師等が訪問し、指導を受ける場合 １日当たり１，

２００円 

（自己負担額の免除） 

第８条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、自己負担額を免除す

ることができる。 

 利用者が生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による保護を

受けている者であるとき。 

 その他市長が免除を必要と認めるとき。 

（委任） 

第９条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成２６年１１月１日から施行する。 



第１号様式（第６条関係） 

 産後ケア事業利用申請書 

年  月  日   

（宛先）津市長 

住 所               

申請者 氏 名            

電 話 

津市産後ケア事業実施規則第６条第１項の規定により、産後ケア事業

を利用したいので下記のとおり申請します。 

記

 １ 利用者氏名・年齢             （    歳） 

２ 子の氏名・性別            （ 男 ・ 女 ） 

 ３ 出産施設名 

４ 退院予定日       年  月  日 

 ５ 利用施設 

 ６ 利用種別        宿泊  ・  通所  ・  訪問 

 ７ 利用予定期間    年  月  日から   年  月  日まで 

  ８ 医療機関等の意見 

                 意見記入者            



第２号様式（第６条関係） 

産後ケア事業利用承認通知書 

（記 号 番 号）   

年   月   日   

（氏   名） 様    

津市長 （氏   名） 印   

      年  月  日付け申請による産後ケア事業の利用について、

次のとおり承認したので、通知します。 

記

１ 利用期間     年  月  日から    年  月  日まで  

（    日間） 

 ２ 利用施設 

 ３ 利用形態     宿 泊 ・ 通 所 ・ 訪 問 



第３号様式（第６条関係） 

 産後ケア事業利用不承認通知書 

（記 号 番 号）

  年   月   日 

（氏   名） 様 

津市長 （氏   名） 印   

    年  月  日付け申請による産後ケア事業の利用について、

次の理由により不承認としたので、通知します。 

記

 不承認の理由 



津市告示第２３０号 

 下記の者の納期限変更告知書は、あてどころ不明のため、送達することがで

きないので、地方税法第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２６年１０月１６日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○ ○○○

○○○○○○ 

○○○○ ○○○○

○○○ ○○○○○

○○ ○○○○ 

納期限変更告知書 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第２３１号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次の

ように道路の区域を変更した。 

 その関係図面は、津市建設部建設政策課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成２６年１０月１６日 

 津市長 前 葉 泰 幸   

１ 路線名 １０４５ 中原線 

道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

津市美杉町竹原字東垣内 980 番 2 地

先から 

津市美杉町竹原字東垣内 4432 番地先

まで 

旧 3.8～5.3 79.7 

津市美杉町竹原字東垣内 980 番 2 地

先から 

津市美杉町竹原字東垣内 4432 番地先

まで 

新 3.8～5.3 79.7 

津市美杉町竹原字東垣内 980 番 2 地

先から 

津市美杉町竹原字東垣内 4432 番地先

まで 

新 5.0～10.5 87.7 



津市告示第２３２号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次の

ように道路の供用を開始した。 

 その関係図面は、津市建設部建設政策課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成２６年１０月１６日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 
供用開始 

年月日 

１０４５ 中原線 

津市美杉町竹原字東垣内

980 番 2 地先から 平成２６年 

津市美杉町竹原字東垣内

4432 番地先まで 

１０月１６日 





























津市告示第２３４号  

 下記の者の交付要求通知書は、住所居所不明のため、送達することができな

いので、国民健康保険法（昭和１３年法律第６０号）第７８条により準用する

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により公示送達す

る。 

なお、この公示送達に係る関係書類は、津市健康福祉部保険医療助成課で保

管し、送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２６年１０月１７日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 
送達を受けるべき 

文書 

○○○○○○○○ 
○○○○ ○○○○○○

○ ○○○○○○○ 
交付要求通知書 



津市告示第２３５号 

 下記の者の差押調書謄本、配当計算書謄本及び充当通知書は、住所居所不明

のため、送達することができないので、地方税法第２０条の２の規定により公

示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２６年１０月２０日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○ ○○ ○○ 差押調書謄本、配当計算

書謄本、充当通知書 

○○ ○○○○○○○ ○

○○○ ○○○○○

○○○○ ○○○○

○ 

差押調書謄本、配当計算

書謄本、充当通知書 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第２３６号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例第１２条第２項の規定に基づき撤去

し、保管している自転車等について、同条例第１６条第２項の規定により次の

とおり告示する。 

 平成２６年１０月２０日 

            津市長 前 葉 泰 幸   

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２６年１０月 １日

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年１０月 ２日

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年１０月 ７日

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２６年１０月 ８日

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年１０月 ９日

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年１０月 ９日

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年１０月１０日

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年１０月１４日

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２６年１０月１４日

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年１０月１５日

２ 保管期間  

    告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫  

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第２３７号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第６項の規定により、平

成２６年第３回津市議会定例会において認定を得た一般会計及び特別会計の歳

入歳出決算並びに公営企業会計決算の要領を次のとおり公表する。 

  平成２６年１０月２３日 

津市長 前 葉 泰 幸   

平成２５年度津市一般会計歳入歳出決算 

平成２５年度津市モーターボート競走事業特別会計歳入歳出決算 

平成２５年度津市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 

平成２５年度津市介護保険事業特別会計歳入歳出決算 

平成２５年度津市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算 

平成２５年度津市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算 

平成２５年度津市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算 

平成２５年度津市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算 

平成２５年度津市下水道事業特別会計歳入歳出決算 

平成２５年度津市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算 

平成２５年度津市椋本財産区特別会計歳入歳出決算 

平成２５年度津市水道事業会計決算 

平成２５年度津市工業用水道事業会計決算 

平成２５年度津市駐車場事業会計決算 

平成２５年度津市農業共済事業会計決算 
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津市告示第２３８号

下記に係る国民健康保険被保険者証は無効であることを告示する。     

  平成２６年１０月２３日

津市長 前 葉 泰 幸  

記

国民健康保険被保険者証

記号番号 交付年月日 無効となった日

０４３７４６７ 平成２６年４月８日 平成２６年９月９日



津市告示第２３９号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成９年河芸町公告第１０９８号で認可した地縁による団体から告示され

た事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

 平成２６年１０月２３日 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

１ 届出者 

  上野自治会 

  三重県津市河芸町上野１６２８番地２ 

代表者 別所 千万男 

２ 変更に係る事項 

  事務所の所在地 

変 更 前 三重県津市河芸町上野７８３番地 

変 更 後 三重県津市河芸町上野１６２８番地２ 

代表者の住所及び氏名 

変 更 前 三重県津市河芸町上野７８３番地 

前田 紀男 

変 更 後 三重県津市河芸町上野１６２８番地２ 

別所 千万男 

３ 変更の理由 

前任者退任により、平成２６年８月２６日就任のため。 

４ 変更年月日 

  平成２６年８月２６日 



津市告示第２４０号

下記に係る国民健康保険被保険者証は無効であることを告示する。     

  平成２６年１０月２９日

津市長 前 葉 泰 幸  

記

国民健康保険被保険者証

記号番号 交付年月日 無効となった日

０１０４６６４ 平成２６年１０月１日 平成２６年１０月６日

９２３４７７７ 平成２５年１２月２６日 平成２６年１０月１０日



津市告示第２４１号 

 下記の者の差押調書（謄本）、配当計算書（謄本）及び充当通知書は、あて

どころ不明のため、送達することができないので、地方税法第２０条の２の規

定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２６年１０月３１日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○○

○○○○○○ ○○○○○

○○○○○○○○○ 

○ ○  ○ ○ ○ ○ ○

○○○○○○ ○○

○○○○○ ○○○

○○○○ 

差押調書（謄本）、配当

計算書（謄本）、充当通

知書 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市公告第１５７号

 津市営住宅の補充入居者を津市営住宅の設置及び管理に関する条例（平成１

８年津市条例第２１５号）第４条第１項の規定により次のとおり公募します。

  平成２６年１０月１６日

                     津市長 前 葉 泰 幸  

１ 入居資格

  次の各事項の条件を備える者

 現に同居し、又は同居しようとする親族（婚姻の届出をしないが事実上

  婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。）があること。

  ただし、次に掲げる者（身体上又は精神上著しい障がいがあるために常時

  の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受ける事ができず、又は受

けることが困難であると認められる者を除く。）にあっては、この限りでな

い。

  ア ６０歳以上の者（平成１８年４月１日前に５０歳以上である者を含

む。）

  イ 障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第２条第１号に規定する障

害者でその障害の程度が次に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ次に定

める程度であるもの

  （ア） 身体障害 身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第１

     ５号）別表第５号の１級から４級までのいずれかに該当する程度

  （イ） 精神障害（知的障害を除く。以下同じ） 精神保健及び精神障害

     者福祉に関する法律施行令（昭和２５年政令第１５５号）第６条第

     ３項に規定する１級から３級までのいずれかに該当する程度

  （ウ） 知的障害 （イ）に規定する精神障害の程度に該当する程度 

  ウ 戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１６８号）第２条第１項に規

定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法（大正１２年法律第４８号）

別表第１号表ノ２の特別項症から第６項症まで又は同法別表第１号表ノ

３の第１款症であるもの

  エ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第１１７号）

   第１１条第１項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

  オ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第１項に規定する被



保護者

  カ 海外からの引揚者で、本邦に引き揚げた日から起算して５年を経過し

ていない者

  キ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律（平

成１３年法律第６３号）第２条に規定するハンセン病療養所入所者等

  ク 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成１３

年法律第３１号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。）

第１条第２項に規定する被害者で（ア）又は（イ）のいずれかに該当す

る者

（ア） 配偶者暴力防止等法第３条第３項第３号の規定による一時保護又

は配偶者暴力防止等法第５条の規定による保護が終了した日から起

算して５年を経過していない者

（イ） 配偶者暴力防止等法第１０条第１項の規定により裁判所がした命

令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算し

て５年を経過していない者

 入居申込みの日において、次に掲げる基準の収入のある者

Ａ区分住宅 １５８，０００円以下（裁量階層世帯２５９，０００円以

下）

Ｂ区分住宅 １１４，０００円以下（裁量階層世帯１５８，０００円以

下）

裁量階層世帯・・・・・下記の要件のいずれかに該当する世帯

    ア 障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第２条第１号に規定す

る障害者でその障害の程度が次に掲げる障害の区分に応じ、それぞ

れ次に定める程度の者がある世帯

    （ア） 身体障害 身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令

第１５号）別表第５号の１級から４級までのいずれかに該当する

程度

    （イ） 精神障害（知的障害を除く。以下同じ） 精神保健及び精神

障害者福祉に関する法律施行令（昭和２５年政令第１５５号）

第６条第３項に規定する１級から２級までのいずれかに該当す

る程度

    （ウ） 知的障害 （イ）に規定する精神障害の程度に該当する程度

イ 申込者が６０歳以上（昭和３１年４月１日以前に生まれた者を含



む。）の者であり、かつ、同居予定者のいずれもが６０歳以上（昭

和３１年４月１日以前に生まれた者を含む。）又は１８歳未満の者

のみである世帯

   ウ 申込者又は同居予定者に戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１

６８号）第４条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で、

当該手帳に記載されている身体上の障害の程度が恩給法（大正１２年

法律第４８号）別表第１号表ノ２の特別項症から第６項症まで又は同

表第１号表ノ３の第１款症である者がある世帯

   エ 申込者又は同居予定者に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律

（平成６年法律第１１７号）第１１条第１項の規定による厚生労働大

臣の認定を受けている者がある世帯

オ 申込者又は同居予定者にハンセン病療養所入所者等に対する補償金

の支給等に関する法律（平成 13 年法律第 63 号）第２条に規定するハ
ンセン病療養所入所者等がある世帯

カ 申込者又は同居予定者に海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日か

ら起算して５年を経過していない者がある世帯

   キ 同居予定者に小学校就学の始期に達するまでの者がある世帯

   ＜収入の算出方法＞

申込者及び同居予定者の過去１年間における所得税法の例に準じて算出

した所得金額の合計から次に掲げる額を控除した額を１２で除した額を収

入という。

  （ア）同居親族又は控除対象配偶者若しくは扶養親族１人につき３８万円

  （イ）老人控除対象配偶者又は老人扶養親族１人につき１０万円

  （ウ）特定扶養親族１人につき２５万円

  （エ）申込者又はアに規定する者に障がい者がある場合には、障がい者１

人につき２７万円（特別障害者の場合は、１人につき４０万円）

  （オ）申込者又は同居親族に寡婦又は寡夫がある場合その寡婦又は寡夫１

人につき２７万円（所得金額が２７万円未満である場合には、当該所

得金額）

 現に住宅に困窮していることが明らかな者

 津市内に住所又は勤務場所を有する者

 市町村税等を滞納していない者

 申込者又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防



止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴

力団員でないこと。 

２ 受付期間、受付時間及び申込方法

 受付期間及び受付時間

   平成２６年１１月４日（火）から同年１１月７日（金）までの午前８時

３０分から午後５時１５分までとする。

 申込方法

   入居申込は、住宅入居申込書に所定事項を明確に記載し、次の書類を持

参し建設部市営住宅課（６階）又は市営住宅課久居分室（津市久居庁舎２

階）へ申込者又は事情の分かる家族の者が提出すること。

なお、住宅入居申込書は、平成２６年１０月１６日（木）から建設部市

営住宅課及び市営住宅課久居分室で交付する。（ただし、土曜日及び日曜日

は除く。）

  ア 申込者、同居者（予定者を含む。）全員の市町村長の発行する所得・課

   税証明書

  イ 申込者、同居者（予定者を含む。）全員の住民票の写し

  ウ 市町村税の完納証明書

  エ 婚約中の者は、婚約証明書（市営住宅課所定の用紙）

  オ 立ち退きを請求されている者はその証明書

  カ 心身障がい者は手帳、母子世帯については戸籍の全部事項証明書（戸

籍謄本）又は社会福祉事務所長の証明書

  キ 現住居が借家、間借りの場合は、賃貸借契約書の写し又は過去３か月

   間の家賃の領収書の写し

  ク その他申込者の実情に応じて必要な書類の提出を求めることができる。

３ 優先入居者

  次の世帯等は、優先入居住宅に申込みができる。

 条例第５条各号に該当する世帯

 ２０歳未満の子と同居し、扶養している母子世帯及び父子世帯

 引揚者世帯（永住帰国を希望する中国残留邦人等の世帯）

 老人世帯（６０歳以上の者及び一定条件を有する者のみからなる世帯）

 多子世帯（１８歳未満の子が３人以上いる世帯）

 心身障がい者世帯（身体障害者手帳１～４級、精神障害者保健福祉手帳

１～２級、療育手帳最重度～中度の交付を受けた者等が含まれる世帯）



４ 選考及び抽選

  提出された申込書及び実情調査をもとに、入居適格者を選考する。

  入居適格者の数が、募集戸数を上回った住宅については、津市営住宅等公

 開抽選実施要綱に基づき、公開抽選を行い、入居決定者及び入居補欠者を決

 定し、その当選順に希望の住宅を選択する。

 優先入居住宅がある募集住宅の抽選は、一般住宅の抽選に先立ち優先入居

適格者により優先入居住宅の抽選を行い、続いて一般住宅の抽選を一般入居

適格者と先の優先入居住宅の落選者により、抽選を行う。

  抽選会は、平成２６年１１月２５日（火）を予定

５ 募集住宅及び戸数

 Ａ区分住宅

 白塚団地      ４戸（２）

   津市白塚町５８番地３     鉄筋コンクリート５階建 ３ＤＫ

    家賃  １５，０００円 ～ ３８，６００円

 高洲町アパート   １戸     単身世帯可

津市高洲町２０番       鉄筋コンクリート４階建 ３ＤＫ

家賃   ９，３００円 ～ １４，９００円

 ぜにやま団地（単身）２戸（１）  単身世帯可

   津市神戸１８９３番地     鉄筋コンクリート４階建 ２ＤＫ

    家賃   ７，８００円 ～ １２，２００円

 ぜにやま団地（世帯）５戸（２）

   津市神戸１８９３番地 プレキャストコンクリート４階建 ３ＤＫ

              鉄筋コンクリート４階建     ３ＤＫ

    家賃   ９，１００円 ～ ２４，４００円

 阿漕アパート    １戸     単身世帯可

津市柳山津興３１８番地    鉄筋コンクリート４階建 ２ＤＫ

    家賃   ８，９００円 ～ １４，６００円

 城山アパート    １戸     単身世帯可

   津市城山二丁目１９番     鉄筋コンクリート４階建 ２ＤＫ

    家賃   ６，８００円 ～ １０，８００円

 雲出        １戸

   津市雲出長常町１０２６番１  鉄筋コンクリート３階建 ３ＤＫ

    家賃  ２４，７００円 ～ ５６，７００円



 美里第１住宅    １戸

   津市美里町北長野７５２番地１ 鉄筋コンクリート３階建 ３ＤＫ

   家賃  １４，３００円 ～ ３２，９００円

 美里第２住宅    １戸     単身世帯可

   津市美里町北長野５２２番地１他 簡易耐火２階建    ３Ｋ

    家賃   ８，０００円 ～ １７，５００円

 相川西団地     １戸     

   津市久居野村町２００７番地１ 鉄筋コンクリート３階建 ３ＤＫ

    家賃  １３，４００円 ～ ３０，８００円

 桃里団地      １戸     

   津市戸木町２１９１番地    鉄筋コンクリート６階建 ２LＤＫ

    家賃  ２０，９００円 ～ ４８，１００円

Ｂ区分住宅

 新横山住宅     １戸 

   津市芸濃町中縄４６３番地３  簡易耐火２階建     ４ＤＫ

家賃  １４，７００円 ～ ２１，９００円

 朝汐アパート    １戸     単身世帯可

   津市下弁財町津興８０２番地  鉄筋コンクリート４階建 ２ＤＫ

    家賃   ７，９００円 ～ １１，７００円

 西城山アパート   ３戸（１）  単身世帯可

   津市城山三丁目１０番     鉄筋コンクリート４階建 ２ＤＫ

    家賃   ８，６００円 ～ １３，３００円

（ ）内は優先入居住宅の戸数で、募集戸数の内数

家賃は、平成２６年度の月額家賃で、表示の範囲内で各入居世帯の収入

等に応じた家賃となります。

   また、平成２７年度以降は、毎年度、入居者の収入や住宅規模等に応じ

た家賃となります。

６ 入居の時期

  平成２７年１月下旬（予定）



津市公告第１５８号

津市営美杉住宅の補充入居者を津市営美杉住宅の設置及び管理に関する条例

（平成１８年津市条例２１６号）第３条第１項の規定により次のとおり公募し

ます。

 平成２６年１０月１６日

津市長 前 葉 泰 幸

１ 入居資格

  次の各事項の条件を備える者

 当該住宅に入居することが確実であり、かつ、善良な市民として定住す

ることが見込まれる者。ただし、コミュニティ・瑞穂は、この限りではな

い。

 条例に基づいて定める家賃及び敷金を支払う能力を有する者

 市町村税等を滞納していない者

 申込者又は同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止

等に関する法律(平成３年法律第７７号)第２条第６号に規定する暴力

団員でないこと。 

 利用に関し、定められた事項を遵守できる者 

２ 受付期間、受付時間及び申込方法

受付期間及び受付時間

   平成２６年１１月４日（火）から同年１１月７日（金）までの午前８時

３０分から午後５時１５分までとする。

申込方法

入居申込みは、市営美杉住宅入居申込書に所定事項を明確に記載し、次

の書類を持参し建設部市営住宅課（６階）又は市営住宅課久居分室（津市

久居庁舎２階）へ申込者又は事情の分かる家族の者が提出すること。

なお、美杉住宅入居申込書は、平成２６年１０月１６日（木）から建設

部市営住宅課及び市営住宅課久居分室で交付する。（ただし、土曜日及び日

曜日は除く。）

ア 申込者、同居予定者全員の市町村長の発行する所得・課税証明書

イ 申請者、同居予定者全員の住民票の写し

ウ 市町村税の納税証明書



エ その他申込者の実情に応じて必要な書類の提出を求めることができる。

３ 選考及び抽選

  提出された申込書をもとに、入居適格者を選考する。

  入居適格者の数が、募集戸数を上回った住宅については、公開抽選会を行

い、入居決定者及び入居補欠者を決定し、その当選順に希望の住宅を選択す

る。

  抽選会は、平成２６年１１月２５日（火）を予定

４ 募集住宅及び戸数

 コミュニティ瑞穂   ２戸

津市美杉町太郎生１９３９番地 木造かわらぶき２階建 ３ＬＤＫ  

家賃 ３２，０００円

５ 入居の時期

  平成２７年１月下旬（予定）



津市公告第１５９号 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定によ

る道路の位置を指定しましたので、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令

第４０号）第１０条第１項の規定により次のとおり公告します。 

  平成２６年１０月２０日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 指定にかかる道路の種類 

   法第４２条第１項第５号 

２ 指定の年月日  

平成２６年１０月１５日 

３ 指定道路の位置 

津市久居野村町字屋敷先５５９－９ 

４ 指定道路の延長及び幅員 

延長  １９．３メートル 

幅員   ４．１メートル 



津市公告第１６０号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２６年１０月２０日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２６年１０月１４日（番号１）

       平成２６年１０月１５日（番号２）

２ 抑留期間 平成２６年１０月２２日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

１ 津市高洲町 
ポメラニア

ン 
グレー 雌 小型 

９１日

以上 
首輪なし 

２ 津市渋見町 柴 茶 雌 中型 
９１日

以上 
首輪あり 

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２



津市公告第１６１号

 農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第１

項の規定により津市農業振興地域整備計画を別冊のとおり変更し、同条第４項

において準用する同法第１１条第２項の規定により提出された意見書の要旨及

び当該意見書の処理の結果を別紙のとおり公告します。

なお、別冊及び別紙は省略し、津市農林水産部農林水産政策課に備え置いて

縦覧に供します。

  平成２６年１０月２０日

津市長 前 葉 泰 幸  



津市公告第１６２号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２６年１０月２３日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２６年１０月１７日（番号１）

       平成２６年１０月１７日（番号２）

２ 抑留期間 平成２６年１０月２４日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

１ 
津市河芸町

北黒田 
マルチーズ 白 雌 小型 

９１日

以上 
なし 

２ 
津市河芸町

北黒田 
マルチーズ 白 雌 小型 

９１日

以上 
なし 

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２



津市公告第１６３号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２６年１０月２７日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２６年１０月２２日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市半田字稗原５６０番１ほか２筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  鈴鹿市西条一丁目９番７号

株式会社第一不動産販売  代表取締役 安田武史 

  津市一身田平野３１８番地の５

株式会社ハートランド  代表取締役 米倉大策 



津市水道局告示第１３号 

  津市水道事業給水条例（平成１８年津市条例第２２２号）第１１条第４項

の規定により、津市水道局指定給水装置工事事業者を次のとおり指定したの

で、津市水道局指定給水装置工事事業者規程（平成１８年水道事業管理規程

第１４号）第１０条第１号の規定により告示する。 

   平成２６年１０月１７日 

津市水道事業管理者 佐 治 輝 明 

名  称 所 在 地 指定年月日 

若松住設システム 鈴鹿市東磯山三丁目 15 番 7 号 平成 26 年 10 月 8 日 



津市水道局公告第１３号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  平成２６年１０月２７日 

津市水道事業管理者 佐 治 輝 明  

記 

別紙のとおり 









津市教育委員会告示第１５号

 教育委員会を次のとおり招集する。

  平成２６年１０月２２日

  津市教育委員会

                        委員長 石 井 雅 子

１ 招集の日時 平成２６年１０月２３日（木） 午後３時から

２ 招集の場所 教育委員会室

３ 会議の事件 津市文化財保護審議会委員の委嘱について


